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「標準的な運賃」を届け出しましょう！

「標準的な運賃」のひな形を活用する場合は、以下の２つの書類を作成し、運輸支局に届出してく
ださい。

「標準的な運賃」は、ドライバーの労働条件を改善し、トラック運送業がその機能を持続的に維持
しながら、国民生活と経済を支えていくために、法令を遵守して経営する際の参考となる運賃を
示すことを目的としたものであり、令和6年3月31日までの時限措置です。

■詳しくは、当協会ホームページをご覧ください。

「標準的な運賃」を活用する場合の手続きについて

「標準的な運賃」特設サイトにて、
①届出書の届出書類及び記入例
②運賃料金適用方のひな形
をダウンロードすることができます。

また、その他届出書類や運賃表、運賃計算シートなど
がございますのでご活用ください。

①運賃料金変更届出書
※標準的な運賃に設定するための書類

②運賃料金適用方
※�標準的な運賃を活用するに際しての具体的な
ルールを記した書類

石川運輸支局へ提出

https://www.ishitokyo.or.jp
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